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(57)【要約】
【課題】車両から一時的に降車する場合でも車両が走行
できない状態にロックし、簡単な操作で車両が走行でき
る状態にロックを解除することができる車両ロックシス
テムを提供する。
【解決手段】運転者が乗車しているか否かを判定した乗
降情報を出力するＥＣＵ１４０と、電動二輪車１の運転
者によって着脱可能に取り付けられる携帯端末２とを備
え、携帯端末２は、乗降情報に基づいて電動二輪車１を
ロック状態またはロック解除状態にする車両ロック制御
モジュール２１０と、ロック解除状態にする操作に応じ
た操作情報を出力するユーザーインターフェース２５５
と、ユーザーインターフェース２５５を操作する方法を
表示する表示制御モジュール２５０とを具備し、操作情
報に基づいて乗車した搭乗者が電動二輪車１の運転者で
あるか否かを判定し、判定した結果に応じて電動二輪車
１をロック解除状態にする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１）から運転者が降車したときに、前記車両（１）を走行不可能な状態にロック
する車両ロックシステム（１０）であって、
　前記車両（１）に前記運転者が乗車しているか否かを判定し、該判定した結果を乗降情
報として出力する乗降判定手段（１４０，１８５）と、
　前記車両（１）に前記運転者によって着脱可能に取り付けられる携帯端末（２）と、
　を備え、
　前記携帯端末（２）は、
　前記乗降情報が、前記運転者が乗車していないことを表しているときに、前記車両（１
）が走行不可能なロック状態にし、前記乗降情報が、前記運転者が乗車していることを表
しているときに、前記車両（１）が走行可能なロック解除状態にする車両ロック制御手段
（２１０）と、
　前記車両（１）を前記ロック解除状態にする操作に応じた操作情報を出力するロック解
除手段（２５５）と、
　前記車両ロック制御手段（２１０）によって前記車両（１）が前記ロック状態に制御さ
れているときに、前記ロック解除手段（２５５）を操作する方法を表示する車両状態表示
手段（２５０）と、
　を具備し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　前記操作情報に基づいて、前記車両（１）に乗車した搭乗者が該車両（１）の前記運転
者であるか否かを判定し、該判定した結果に応じて前記車両（１）を前記ロック解除状態
にする、
　ことを特徴とする車両ロックシステム。
【請求項２】
　前記車両状態表示手段（２５０）は、
　前記車両（１）を前記ロック解除状態にするためのパスワードを前記ロック解除手段（
２５５）から入力する方法を表示し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　前記ロック解除手段（２５５）から前記パスワードが前記操作情報として入力され、該
入力された前記パスワードが、予め定め登録されているパスワードと一致するか否かによ
って、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両ロックシステム。
【請求項３】
　前記ロック解除手段（２５５）は、
　前記車両状態表示手段（２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、
　前記車両状態表示手段（２５０）は、
　表示画面を押下して前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記車両
（１）を前記ロック解除状態にするためのパスワードを入力する方法を表示し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　前記ロック解除手段（２５５）から前記パスワードが前記操作情報として入力され、該
入力された前記パスワードが、予め登録されているパスワードと一致するか否かによって
、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車両ロックシステム。
【請求項４】
　前記ロック解除手段（２５５）は、
　前記車両状態表示手段（２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、
　前記車両状態表示手段（２５０）は、
　表示画面を押下した状態から一方向にスライドさせて前記ロック解除手段（２５５）を
操作することによって、前記車両（１）を前記ロック解除状態にするための操作を入力す
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る方法を表示し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　前記ロック解除手段（２５５）からスライドされた方向を表す情報が前記操作情報とし
て入力され、該入力された前記方向が、予め定め登録されている方向と一致するか否かに
よって、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１の項に記載の車両ロックシステム
。
【請求項５】
　前記ロック解除手段（２５５）は、
　前記車両状態表示手段（２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、
　前記車両状態表示手段（２５０）は、
　表示画面の予め定めた複数の位置を予め定めた順番で押下、または予め定めた軌跡でス
ライドさせて前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記車両（１）を
前記ロック解除状態にするための操作を入力する方法を表示し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　前記ロック解除手段（２５５）から予め定めた複数の位置を押下した順番を表す情報、
またはスライドさせた軌跡を表す情報が前記操作情報として入力され、該入力された前記
順番または前記軌跡が、予め定め登録されている順番または軌跡と一致するか否かによっ
て、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１の項に記載の車両ロックシステム
。
【請求項６】
　前記携帯端末（２）は、
　前記車両（１）の搭乗者を撮影し、該撮影した画像を出力する撮影手段（２７１）と、
　前記撮影手段（２７１）が撮影した前記画像に基づいて、前記画像に含まれる前記搭乗
者の特徴と、予め登録された該携帯端末（２）の使用者の特徴とを照合することによって
、前記運転者を認識し、該認識した結果を運転者認識情報として出力する運転者認識手段
（２７０）と、
　をさらに具備し、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
　さらに、前記運転者認識手段（２７０）から出力された前記運転者認識情報に基づいて
、前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１の項に記載の車両ロックシステム
。
【請求項７】
　前記ロック解除手段（２５５）は、
　前記車両状態表示手段（２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、
　前記車両状態表示手段（２５０）は、
　表示画面を押下して前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記運転
者認識手段（２７０）による照合を開始させる方法を表示する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の車両ロックシステム。
【請求項８】
　前記運転者認識手段（２７０）は、
　前記撮影手段（２７１）が撮影した前記画像に被写体として含まれる前記搭乗者の顔、
または装着品の特徴に基づいて、前記運転者を認識する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の車両ロックシステム。
【請求項９】
　前記車両（１）は、
　動力機関（１０４）に電動モータ（１３１）を含む鞍乗り型電動車両（１）であり、
　前記車両ロック制御手段（２１０）は、
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　前記電動モータ（１３１）に供給する電力を制御する電力供給制御手段（１４０）を制
御することによって、該鞍乗り型電動車両（１）を前記ロック状態、または前記ロック解
除状態のいずれか一方の状態に制御する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１の項に記載の車両ロックシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両から一時的に降車する際の車両ロックシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両には、持ち主以外の第三者が車両を不正に使用しないようにするため、
車両を施錠する機能を備えている。例えば、特許文献１には、通信端末を車両のキーとし
て使用する電子キーシステムが開示されている。また、例えば、特許文献２には、車両に
カメラを取り付けることによって、持ち主と不審者とを照合する車両警報システムが開示
されている。
【０００３】
　また、近年では、バッテリから供給される電力によって駆動される電動モータによって
走行する鞍乗り型電動車両の開発が進み、この鞍乗り型電動車両を、移動に使用する例が
増えている。また、集配業者が、荷物の集配において鞍乗り型電動車両を利用する例も増
えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２３１５６７号公報
【特許文献２】特開２００５－２８０５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、停車時間が短い場合には、車両を施錠しないままにしておく場合がある
。また、車両を集配業者が利用する場合には、配達員が鞍乗り型電動車両に乗り降りする
回数が多いため、車両の施錠と解錠との操作が繁雑になることから、荷物の集配毎に車両
を施錠しない場合がある。
【０００６】
　このように、車両から一時的に降車する場合には、必ずしも車両が施錠されているとは
限らない。車両の不正な使用を防止する観点からすれば車両の施錠は必要であるが、一時
的な降車においては、車両の施錠と解錠との操作が煩雑にならないことが望ましい。
【０００７】
　本発明は、上記の課題認識に基づいてなされたものであり、車両から一時的に降車する
場合でも車両が走行できない状態にロックし、簡単な操作で車両が走行できる状態にロッ
クを解除することができる車両ロックシステムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、請求項１に記載した発明の車両ロックシステムは、車両（
１）から運転者が降車したときに、前記車両（１）を走行不可能な状態にロックする車両
ロックシステム（１０）であって、前記車両（１）に前記運転者が乗車しているか否かを
判定し、該判定した結果を乗降情報として出力する乗降判定手段（１４０，１８５）と、
前記車両（１）に前記運転者によって着脱可能に取り付けられる携帯端末（２）と、を備
え、前記携帯端末（２）は、前記乗降情報が、前記運転者が乗車していないことを表して
いるときに、前記車両（１）が走行不可能なロック状態にし、前記乗降情報が、前記運転
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者が乗車していることを表しているときに、前記車両（１）が走行可能なロック解除状態
にする車両ロック制御手段（２１０）と、前記車両（１）を前記ロック解除状態にする操
作に応じた操作情報を出力するロック解除手段（２５５）と、前記車両ロック制御手段（
２１０）によって前記車両（１）が前記ロック状態に制御されているときに、前記ロック
解除手段（２５５）を操作する方法を表示する車両状態表示手段（２５０）と、を具備し
、前記車両ロック制御手段（２１０）は、前記操作情報に基づいて、前記車両（１）に乗
車した搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定し、該判定した結果に応じ
て前記車両（１）を前記ロック解除状態にする、ことを特徴とする。
　なお、車両には、運転者が車体を跨いで乗車する車両全般が含まれ、自動二輪車のみな
らず三輪（前一輪かつ後二輪の他に、前二輪かつ後一輪の車両も含む）または四輪の車両
も含まれる。
　請求項２に記載した発明の前記車両状態表示手段（２５０）は、前記車両（１）を前記
ロック解除状態にするためのパスワードを前記ロック解除手段（２５５）から入力する方
法を表示し、前記車両ロック制御手段（２１０）は、前記ロック解除手段（２５５）から
前記パスワードが前記操作情報として入力され、該入力された前記パスワードが、予め定
め登録されているパスワードと一致するか否かによって、乗車した前記搭乗者が該車両（
１）の前記運転者であるか否かを判定する、ことを特徴とする。
　請求項３に記載した発明の前記ロック解除手段（２５５）は、前記車両状態表示手段（
２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、前記車両状態表示手段（２５０）は、
表示画面を押下して前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記車両（
１）を前記ロック解除状態にするためのパスワードを入力する方法を表示し、前記車両ロ
ック制御手段（２１０）は、前記ロック解除手段（２５５）から前記パスワードが前記操
作情報として入力され、該入力された前記パスワードが、予め登録されているパスワード
と一致するか否かによって、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否
かを判定する、ことを特徴とする。
　請求項４に記載した発明の前記ロック解除手段（２５５）は、前記車両状態表示手段（
２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、前記車両状態表示手段（２５０）は、
表示画面を押下した状態から一方向にスライドさせて前記ロック解除手段（２５５）を操
作することによって、前記車両（１）を前記ロック解除状態にするための操作を入力する
方法を表示し、前記車両ロック制御手段（２１０）は、前記ロック解除手段（２５５）か
らスライドされた方向を表す情報が前記操作情報として入力され、該入力された前記方向
が、予め定め登録されている方向と一致するか否かによって、乗車した前記搭乗者が該車
両（１）の前記運転者であるか否かを判定する、ことを特徴とする。
　請求項５に記載した発明の前記ロック解除手段（２５５）は、前記車両状態表示手段（
２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、前記車両状態表示手段（２５０）は、
表示画面の予め定めた複数の位置を予め定めた順番で押下、または予め定めた軌跡でスラ
イドさせて前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記車両（１）を前
記ロック解除状態にするための操作を入力する方法を表示し、前記車両ロック制御手段（
２１０）は、前記ロック解除手段（２５５）から予め定めた複数の位置を押下した順番を
表す情報、またはスライドさせた軌跡を表す情報が前記操作情報として入力され、該入力
された前記順番または前記軌跡が、予め定め登録されている順番または軌跡と一致するか
否かによって、乗車した前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを判定する
、ことを特徴とする。
　請求項６に記載した発明の前記携帯端末（２）は、前記車両（１）の搭乗者を撮影し、
該撮影した画像を出力する撮影手段（２７１）と、前記撮影手段（２７１）が撮影した前
記画像に基づいて、前記画像に含まれる前記搭乗者の特徴と、予め登録された該携帯端末
（２）の使用者の特徴とを照合することによって、前記運転者を認識し、該認識した結果
を運転者認識情報として出力する運転者認識手段（２７０）と、をさらに具備し、前記車
両ロック制御手段（２１０）は、さらに、前記運転者認識手段（２７０）から出力された
前記運転者認識情報に基づいて、前記搭乗者が該車両（１）の前記運転者であるか否かを
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判定する、ことを特徴とする。
　請求項７に記載した発明の前記ロック解除手段（２５５）は、前記車両状態表示手段（
２５０）とともに構成されたタッチパネルであり、前記車両状態表示手段（２５０）は、
表示画面を押下して前記ロック解除手段（２５５）を操作することによって、前記運転者
認識手段（２７０）による照合を開始させる方法を表示する、ことを特徴とする。
　請求項８に記載した発明の前記運転者認識手段（２７０）は、前記撮影手段（２７１）
が撮影した前記画像に被写体として含まれる前記搭乗者の顔、または装着品の特徴に基づ
いて、前記運転者を認識する、ことを特徴とする。
　請求項９に記載した発明の前記車両（１）は、動力機関（１０４）に電動モータ（１３
１）を含む鞍乗り型電動車両（１）であり、前記車両ロック制御手段（２１０）は、前記
電動モータ（１３１）に供給する電力を制御する電力供給制御手段（１４０）を制御する
ことによって、該鞍乗り型電動車両（１）を前記ロック状態、または前記ロック解除状態
のいずれか一方の状態に制御する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載した発明によれば、車両に運転者が降車したときに車両が走行不可能な
ロック状態にし、正しい運転者が乗車したときにのみ、車両が走行可能なロック解除状態
にすることができ、車両の不正な使用を防止することができる。
　請求項２～請求項５に記載した発明によれば、正しい運転者のみが知っている予め定め
た簡単な操作で、車両をロック解除状態にすることができる。
　請求項６～請求項８に記載した発明によれば、運転者の特徴に基づいて正しい運転者を
認識し、正しい運転者は、より簡単に車両をロック解除状態にすることができる。
　請求項９に記載した発明によれば、鞍乗り型電動車両に本発明の車両ロックシステムを
容易に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態による車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両の左
側面図である。
【図２】本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両の走行を制御す
る制御部の概略構成を示したブロック図である。
【図３】本実施形態の車両ロックシステムにおけるシステム構成の概略を示したブロック
図である。
【図４】本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両のハンドル部の
拡大図である。
【図５】本実施形態の車両ロックシステムにおける処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図６】本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両の状態の提示方
法の一例を示した図である。
【図７】本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両のロックを解除
する際の操作方法の一例を示した図である。
【図８】本実施形態の車両ロックシステムにおける運転者認識の処理方法の一例を示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。本実施形態の説明におい
ては、鞍乗り型電動車両に本発明の車両ロックシステムを適用する場合について説明する
。なお、図面は符号の向きに見るものとし、左右および前後の方向は、運転者から見た方
向を意味するものとする。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態による車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両の
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左側面図である。図１には、低床フロアを有するスクータ型の鞍乗り型電動車両（以下、
「電動二輪車」という）の一例を示している。図１に示した電動二輪車１は、操向ハンド
ル１０１と乗員が着座するシート１０２との間に設けられ、乗員が足を載せられるように
すると共に、バッテリ１２０を上方から覆う低床フロア１０３を備え、操向輪である前輪
１１１と駆動輪である後輪１１２とをそれぞれ単一に有する。
【００１３】
　電動二輪車１は、低床フロア１０３の内部に搭載されたバッテリ１２０から供給される
電力によって、スイングアーム１０４に内蔵された電動モータ１３１が駆動され、この電
動モータ１３１が駆動されたときの回転動力を、後輪１１２に伝達させることによって走
行する。電動二輪車１の走行は、例えば、スイングアーム１０４内、シート１０２の下の
物品収納ボックス１０５内や、左右のサイドカバー１０６の内側などの適所に配置された
制御部によって制御される。
【００１４】
　図２は、本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両である電動二
輪車１の走行を制御する制御部の概略構成を示したブロック図である。
【００１５】
　バッテリ１２０は、例えば、リチウムイオンバッテリ、ニッケル水素バッテリ、鉛バッ
テリなどの単バッテリを直列に複数接続することによって、所定の高電圧（例えば、４８
～７２Ｖ）を発生させる。バッテリ１２０からの電力は、不図示のメインスイッチと連動
するコンタクタ１２５を介して、電動モータ１３１の出力を制御するＰＤＵ（Ｐｏｗｅｒ
　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｕｎｉｔ）１３０に供給され、ＰＤＵ１３０で直流から３相交流に変換
された後に、３相交流モータである電動モータ１３１に供給される。
【００１６】
　また、コンタクタ１２５を介して出力されたバッテリ１２０の出力電圧は、ＤＣ－ＤＣ
コンバータ１２６によって、低電圧（例えば、１２Ｖ）に降圧され、ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）１４０などの制御系部品に供給される。また、ＤＣ
－ＤＣコンバータ１２６によって降圧された低電圧の電力は、不図示のサブバッテリや、
灯火器などの一般の電装部品１８０に供給される。
【００１７】
　バッテリ１２０は、例えば、ＡＣ１００Ｖの電源に接続した充電器１５０によって充電
することができる。バッテリ１２０の充放電の状況や温度などは、ＢＭＵ（Ｂａｔｔｅｒ
ｙ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１６０によって監視され、監視したバッテリ１２０の
情報は、ＥＣＵ１４０と共有される。なお、図２に示したブロック図においては、充電器
１５０も電動二輪車１の走行を制御する制御部の構成要素としているが、充電器１５０は
、電動二輪車１に着脱可能なように構成したものであってもよい。
【００１８】
　ＥＣＵ１４０には、スロットル（アクセル）センサ１７０からの出力要求の情報が入力
され、ＥＣＵ１４０は、入力された出力要求の情報に基づいて、ＰＤＵ１３０が電動モー
タ１３１に供給する電力を制御することによって、電動モータ１３１の駆動を制御する。
また、ＥＣＵ１４０には、運転者によって操作される不図示のスイッチや、電動二輪車１
の状態を表す不図示のセンサからの制御要求の情報が入力され、ＥＣＵ１４０は、入力さ
れた制御要求の情報に基づいて、電装部品１８０の動作を制御する。例えば、運転者が不
図示の灯火器スイッチを操作すると、ＥＣＵ１４０は、灯火器スイッチから出力される灯
火器制御要求の情報に応じて、灯火器を点灯または消灯させる。
【００１９】
　次に、本実施形態の車両ロックシステムについて説明する。図３は、本実施形態の車両
ロックシステムにおけるシステム構成の概略を示したブロック図である。本実施形態の車
両ロックシステム１０は、電動二輪車１と携帯端末２とから構成される。
【００２０】
　携帯端末２は、既存の移動体通信網を利用した携帯電話の機能と、携帯情報端末（ＰＤ
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Ａ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）の機能とを融合させた携
帯端末、例えば、いわゆる、スマートフォンである。携帯端末２は、ＰＤＡとして処理す
ることができる各種のアプリケーション機能を持っている。以下の説明においては、携帯
端末２に、携帯端末２自体に備えたカメラが撮影した画像に基づいた顔認識の機能を有し
ているものとして説明する。
【００２１】
　携帯端末２は、電動二輪車１に備えたＥＣＵ１４０から入力された、運転者が乗車して
いるか否かを表す情報（以下、「乗降情報」という）に応じて、電動二輪車１のロックお
よびロックの解除（以下、「ロック解除」という）を制御する。ここで、電動二輪車１の
ロックとは、例えば、メインキーによって電動二輪車１が解錠されている場合でも、電動
二輪車１が走行できない状態にすることをいい、ロック解除とは、電動二輪車１が走行で
きる通常の状態に復帰させることをいう。
【００２２】
　携帯端末２は、図３に示したように、外部接続装置２００と、車両ロック制御モジュー
ル２１０と、表示制御モジュール２５０と、ユーザーインターフェース２５５と、運転者
認識モジュール２７０と、カメラ２７１と、を備えている。なお、携帯端末２に備えたそ
れぞれのモジュールは、本実施形態の車両ロックシステム１０の機能を、携帯端末２のユ
ーザ、すなわち、電動二輪車１の運転者に提供するアプリケーションを実現するためのソ
フトウェアモジュールであるが、これに限定されるものではなく、それぞれのモジュール
の機能を実現するハードウェアモジュールであってもよい。
【００２３】
　表示制御モジュール２５０は、車両ロック制御モジュール２１０から指示された画面を
、携帯端末２自体に備えた表示部に表示することによって、電動二輪車１の運転者に、現
在の電動二輪車１の状態を提示する。
【００２４】
　ユーザーインターフェース２５５は、携帯端末２のユーザ、すなわち、電動二輪車１の
運転者によって様々な操作を行うことができる操作入力部である。ユーザーインターフェ
ース２５５は、携帯端末２の表示部と別に設けられたボタンで構成することもできるが、
以下の説明においては、携帯端末２の表示部に備えた押圧センサ、すなわち、表示部と組
み合わせて構成されたタッチパネルであるものとして説明する。従って、電動二輪車１の
運転者は、携帯端末２の表示部をタッチ（タップやフリックなど）することによって、ユ
ーザーインターフェース２５５を操作するものとして説明する。
【００２５】
　ユーザーインターフェース２５５は、電動二輪車１の運転者によって行われた携帯端末
２の操作の情報や、携帯端末２に入力されたデータの情報を、車両ロック制御モジュール
２１０に出力する。以下の説明においては、運転者によって行われた携帯端末２の操作の
情報や、携帯端末２に入力されたデータの情報をまとめて、「操作情報」という。
【００２６】
　カメラ２７１は、携帯端末２自体に備えたカメラである。カメラ２７１は、運転者認識
モジュール２７０から入力された撮影指示に応じて、電動二輪車１に乗車している現在の
搭乗者を撮影し、撮影した画像を、運転者認識モジュール２７０に出力する。
【００２７】
　運転者認識モジュール２７０は、車両ロック制御モジュール２１０から入力された運転
者認識の処理を実行する指示に応じて、電動二輪車１の搭乗者に対する顔認識の処理を行
う。なお、運転者認識モジュール２７０には、携帯端末２のユーザ、すなわち、電動二輪
車１の持ち主や使用者（運転者）の顔の情報（特徴）が登録されている。そして、運転者
認識モジュール２７０による顔認識の処理では、携帯端末２自体が有する既存の顔認識の
機能を利用する、または既存の顔認識の機能と同様に処理する。従って、運転者認識モジ
ュール２７０による顔認識の処理に関する詳細な説明は省略する。
【００２８】
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　運転者認識モジュール２７０による顔認識の処理では、まず、カメラ２７１に撮影指示
を出力する。そして、運転者認識モジュール２７０は、出力した撮影指示に応じてカメラ
２７１から入力された画像に基づいて、画像に含まれる被写体である電動二輪車１の搭乗
者の顔の情報（特徴）と予め登録されている携帯端末２のユーザの顔の情報（特徴）とを
照合し、カメラ２７１によって撮影された現在の搭乗者が、携帯端末２のユーザと同一で
あるか否かを判定（認識）する。運転者認識モジュール２７０は、判定（認識）した結果
の情報（以下、「運転者認識情報」という）を、車両ロック制御モジュール２１０に出力
する。
【００２９】
　車両ロック制御モジュール２１０は、電動二輪車１に備えたＥＣＵ１４０から外部接続
装置２００を介して入力された乗降情報に応じて、電動二輪車１のロックおよびロック解
除を制御する。車両ロック制御モジュール２１０は、ＥＣＵ１４０から運転者が降車した
ことを表す乗降情報が入力された場合、まず、運転者が電動二輪車１から降車したことを
検出（検知）したことを表す画面（以下、「降車検知画面」という）の表示を、表示制御
モジュール２５０に指示する。その後、車両ロック制御モジュール２１０は、電動二輪車
１をロックするための指示を、外部接続装置２００を介してＥＣＵ１４０に出力する。そ
して、電動二輪車１が現在ロックされていることを表す画面（以下、「ロック中画面」と
いう）の表示を、表示制御モジュール２５０に指示する。
【００３０】
　また、車両ロック制御モジュール２１０は、ＥＣＵ１４０から搭乗者（運転者ではない
場合もある）が乗車したことを表す乗降情報が入力された場合、乗車した搭乗者が正しい
運転者、すなわち、携帯端末２のユーザであるか否かを判定することによって、現在乗車
している搭乗者の認証を行う。車両ロック制御モジュール２１０による乗車した搭乗者の
認証では、搭乗者の操作に応じてユーザーインターフェース２５５から入力された、ロッ
ク解除の操作に応じた操作情報や、運転者認識モジュール２７０から入力された運転者認
識の処理の結果である運転者認識情報を確認する。そして、操作情報や運転者認識情報が
正しい運転者であることを表していると確認された場合に、乗車した搭乗者が正しい運転
者である、すなわち、運転者が認証されたと判断する。
【００３１】
　車両ロック制御モジュール２１０は、乗車した搭乗者が正しい運転者である、すなわち
、運転者が認証されたと判断した場合に、電動二輪車１のロックを解除するための指示を
、外部接続装置２００を介してＥＣＵ１４０に出力する。
【００３２】
　なお、車両ロック制御モジュール２１０は、乗車した搭乗者が正しい運転者ではない、
すなわち、運転者が認証されないと判断した場合には、電動二輪車１のロックを継続し、
電動二輪車１のロックを解除するための指示をＥＣＵ１４０に出力しない。これにより、
例えば、第三者による電動二輪車１の不正な使用を防止する。
【００３３】
　なお、ユーザーインターフェース２５５から入力されるロック解除の操作は、様々な操
作が考えられる。例えば、ロック中画面に車両ロックを解除するパスワードなどを入力す
るための表示を行い、搭乗者がユーザーインターフェース２５５を操作して入力したパス
ワードが正しいか否かによって、正しい運転者であるか否かを判定する方法が考えられる
。また、例えば、ロック中画面に車両ロックを解除するために、画面をタッチした状態か
ら一方向にスライドさせる（弾く）フリック操作を要求するための表示を行い、搭乗者が
予め定めた特定の正しい方向にフリック操作を行ったか否かによって、正しい運転者であ
るか否かを判定する方法が考えられる。また、例えば、ロック中画面に搭乗者がタッチす
るポイント複数表示し、搭乗者が正しい順番でそれぞれのポイントをタッチしたか否か、
または正しい軌跡でそれぞれのポイントをスライドしたか否かによって、正しい運転者で
あるか否かを判定する方法が考えられる。また、例えば、ロック中画面に顔認識を開始す
るボタンを表示し、搭乗者がボタンをタッチした後に運転者認識モジュール２７０による
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運転者認識の処理を実行することによって、正しい運転者であるか否かを判定する方法が
考えられる。なお、運転者認識モジュール２７０による運転者認識の処理は、上述した顔
認識の処理以外に、例えば、ユニフォームやヘルメットの模様の認識、ＱＲコード（登録
商標）などの二次元バーコードやバーコードの情報に基づいて行うこともできる。
【００３４】
　なお、電動二輪車１のロック解除の操作は、上述した一例に限定されるものではない。
また、電動二輪車１のロック解除の操作は、複数の操作や判定を組み合わせたものであっ
てもよい。例えば、上述したユーザーインターフェース２５５を用いたパスワードによる
運転者の判定と、運転者認識モジュール２７０を用いた運転者認識の処理とを並行して行
うことによって、正しい運転者であるか否かを判定することもできる。
【００３５】
　また、例えば、携帯端末２へのパスワードの入力を３回続けて失敗したり、予め定めた
時間内に操作を完了しないなど、予め定めた不正な使用の判断基準に基づいて、不正な使
用であると判断される場合には、警報を発生させることもできる。ここで発生する警報は
、例えば、不図示の警報器（警笛）を鳴らしたり、灯火器を点滅させたりするなど、電動
二輪車１の周囲に不正な使用を知らせることができる方法であれば、いかなる方法であっ
てもよい。また、このとき、携帯端末２が有する既存の移動体通信網を利用した携帯電話
の機能を利用して、例えば、正しい運転者が別途携帯する携帯端末や、集配業者のセンタ
ーまたは店舗に自動で通知するようにしてもよい。さらに、携帯端末２自体が備える、例
えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの位置セン
サから、電動二輪車１の現在位置の情報を取得し、取得した電動二輪車１の現在位置の情
報を送信するようにしてもよい。
【００３６】
　ＥＣＵ１４０は、電動二輪車１に搭乗者（運転者ではない場合もある）が乗車している
か否かを表す乗降情報を、外部接続装置１００を介して携帯端末２に出力する。ＥＣＵ１
４０による電動二輪車１に搭乗者が乗車しているか否かの判定は、例えば、シート１０２
の内部に備えた乗員の着座を検出する着座センサ１８５（図１参照）や、電動二輪車１の
メインスタンド１８６（図１参照）または不図示のサイドスタンドの状態を検知する不図
示のスタンドセンサからの検出結果の情報に基づいて行われる。図３には、ＥＣＵ１４０
が着座センサ１８５からの検出結果の情報に基づいて電動二輪車１に搭乗者が乗車してい
るか否かの判定を行う構成を示している。
【００３７】
　なお、電動二輪車１に搭乗者が乗車しているか否かの判定は、複数のセンサの検出結果
を合わせた結果に基づいて行う構成であってもよい。例えば、上述した着座センサ１８５
とスタンドセンサとを合わせた結果に基づいて電動二輪車１に搭乗者が乗車しているか否
かの判定を行う場合には、ＥＣＵ１４０は、以下の状態によって判定する。ＥＣＵ１４０
は、スタンドセンサによってスタンドが上げられている状態を検出し、着座センサ１８５
によって乗員が乗車していることを検出している場合に、電動二輪車１に搭乗者が乗車し
ていると判定する。また、ＥＣＵ１４０は、スタンドセンサによってスタンドが下げられ
ている状態を検出し、着座センサ１８５によって乗員が降車していることを検出している
場合に、電動二輪車１に運転者が降車したと判定する。
【００３８】
　また、ＥＣＵ１４０による電動二輪車１に搭乗者が乗車しているか否かの判定の方法は
、上述した一例に限定されるものではなく、電動二輪車１に搭乗者が乗車しているか否か
を判定することができる方法であれば、いかなる方法であってもよい。また、ＥＣＵ１４
０による判定のみに限定されるものでもない。例えば、電動二輪車１のロック中に、携帯
端末２に備えたカメラ２７１によるシート１０２の距離の範囲に位置する被写体の撮影と
、運転者認識モジュール２７０による顔認識の処理とを、予め定めた周期で実行すること
によって、電動二輪車１に運転者が乗車しているか否かの判定を、携帯端末２でも行うこ
とができる。
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【００３９】
　また、ＥＣＵ１４０は、携帯端末２から外部接続装置１００を介して入力された電動二
輪車１のロックおよびロック解除の指示に応じて、実際に電動二輪車１のロックまたはロ
ックの解除を行う。ＥＣＵ１４０による携帯端末２から入力された電動二輪車１のロック
の指示に応じた実際の電動二輪車１のロックは、例えば、ＰＤＵ１３０による電動モータ
１３１への電力の供給を停止するなどの方法によって行う。併せて、例えば、灯火器を消
灯させるなど、ロック解除の制御に必要なもの以外の電装部品１８０の動作を停止するよ
うにしてもよい。これにより、電動二輪車１に備えたバッテリ１２０に蓄えられた電力の
消費を低減させることができ、電動二輪車１の走行可能距離の延長に貢献することができ
る。
【００４０】
　なお、本実施形態の車両ロックシステム１０によって、電動二輪車１が実際にロックさ
れている状態では、例えば、メインキーによって電動二輪車１が解錠されていることが予
想される。従って、電動二輪車１を実際にロックする場合には、メインキーが電動二輪車
１から外されないようにすることも必要である。例えば、シンダーキーの場合は、解錠状
態からのシリンダーの回動を禁止して、メインキーの抜き取り位置に回せないようにする
。また、例えば、メインキーを廃止して、電動二輪車１への乗車検知と運転者認識の判定
とをもって、メインキーの代わりにする構成であってもよい。
【００４１】
　また、ＥＣＵ１４０は、携帯端末２から入力された電動二輪車１のロック解除の指示に
応じて、例えば、ＰＤＵ１３０による電動モータ１３１への電力の供給や、電装部品１８
０の動作を、電動二輪車１が走行することができる通常の状態に復帰させる。
【００４２】
　なお、携帯端末２から入力された電動二輪車１のロックおよびロック解除の指示に応じ
た、実際に電動二輪車１のロックおよびロックの解除の方法は、上述した一例に限定され
るものではなく、第三者による電動二輪車１の不正な使用を防止することができる方法で
あれば、いかなる方法であってもよい。
【００４３】
　ここで、電動二輪車１に備えたＥＣＵ１４０と携帯端末２との接続について、その一例
を説明する。図４は、本実施形態の車両ロックシステム１０が適用される鞍乗り型電動車
両である電動二輪車１のハンドル部の拡大図である。携帯端末２は、図４に示したような
電動二輪車１のハンドル部の予め定めた位置に、着脱可能なように設置され、例えば、携
帯端末２に備えたコネクタにＥＣＵ１４０の信号が伝達することによって、ＥＣＵ１４０
と携帯端末２とが接続される。これにより、図３に示したブロック図では、外部接続装置
２００と外部接続装置２００とが接続される。なお、携帯端末２は、携帯端末２のユーザ
、すなわち、電動二輪車１の運転者のみが脱着可能な構成である。例えば、別途機械的に
施錠される構成の他、携帯端末２にパスワードを入力することによって電気的に解錠され
る構成であってもよいが、その構成や脱着方法に関する詳細な説明は省略する。
【００４４】
　次に、本実施形態の車両ロックシステム１０における処理手順について説明する。図５
は、本実施形態の車両ロックシステム１０における処理手順を示したフローチャートであ
る。
【００４５】
　最初に電動二輪車１をロックする場合の処理を説明する。このフローは、着座センサ１
８５によって乗員が着座していないことを検出したときに開始される。まず、ステップＳ
１００において、ＥＣＵ１４０は、電動二輪車１の停車を検知する。ステップＳ１００で
は、電動二輪車１の車速Ｖの情報に基づいて、電動二輪車１の停車を検知する。電動二輪
車１の車速Ｖが“０”となり、電動二輪車１の停車を検知する（ステップＳ１００のＹｅ
ｓ）と、ＥＣＵ１４０は、ステップＳ１１０において、運転者が電動二輪車１から降車し
たか否かを検出する。ステップＳ１１０では、電動二輪車１のサイドスタンドまたはメイ
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ンスタンド１８６がＯＮであるか否かによって、運転者の電動二輪車１からの降車を検出
する。ステップＳ１１０において、運転者が降車していない場合（ステップＳ１１０のＮ
ｏ）には、ＥＣＵ１４０は、ステップＳ１１０の運転者が降車したか否かの検出を繰り返
す。そして、ステップＳ１１０において、運転者が降車したことを検出した場合（ステッ
プＳ１１０のＹｅｓ）には、ＥＣＵ１４０は、運転者が降車したことを表す乗降情報を、
携帯端末２に出力する。
【００４６】
　携帯端末２の車両ロック制御モジュール２１０は、ＥＣＵ１４０から運転者が降車した
ことを表す乗降情報が入力されると、ステップＳ１２０において、まず、降車検知画面を
表示する指示を表示制御モジュール２５０に出力する。これにより、携帯端末２に降車検
知画面が表示され、電動二輪車１の運転者に、電動二輪車１をロックすることが提示され
る。そして、車両ロック制御モジュール２１０は、電動二輪車１をロックする指示をＥＣ
Ｕ１４０に出力する。これにより、ＥＣＵ１４０は、実際に電動二輪車１をロックする。
その後、車両ロック制御モジュール２１０は、ロック中画面を表示する指示を表示制御モ
ジュール２５０に出力する。これにより、携帯端末２にロック中画面が表示され、電動二
輪車１の運転者に、電動二輪車１がロックされたことが提示される。
【００４７】
　続いて、電動二輪車１のロックを解除する場合の処理を説明する。このフローは、電動
二輪車１のメインスイッチがＯＮの状態で、サイドスタンドまたはメインスタンド１８６
が車体側に格納されたことを表すＯＦＦになったことによって開始される。車両ロックシ
ステム１０によって電動二輪車１がロックされている状態のとき、まず、ステップＳ２０
０において、ＥＣＵ１４０は、搭乗者（運転者ではない場合もある）が乗車したか否かを
検出する。ステップＳ２００では、着座センサ１８５によって乗員が着座していることを
検出したか否かによって、搭乗者が乗車したか否かを検出する。ステップＳ２００におい
て、搭乗者が乗車していない場合（ステップＳ２００のＮｏ）には、ＥＣＵ１４０は、搭
乗者が乗車していないことを表す乗降情報、すなわち、運転者が降車したことを表すステ
ップＳ１１０で出力した乗降情報を携帯端末２に出力し、ステップＳ２００の搭乗者が乗
車したか否かの検出を繰り返す。そして、車両ロック制御モジュール２１０は、ステップ
Ｓ１２０における電動二輪車１をロックする指示のＥＣＵ１４０への出力と、ロック中画
面を表示する指示の表示制御モジュール２５０への出力を継続する。これにより、電動二
輪車１のロック状態と携帯端末２のロック中画面の表示が継続される。
【００４８】
　また、ステップＳ２００において、搭乗者が乗車したことを検出した場合（ステップＳ
２００のＹｅｓ）には、ＥＣＵ１４０は、搭乗者が乗車したことを表す乗降情報を、携帯
端末２に出力する。
【００４９】
　携帯端末２の車両ロック制御モジュール２１０は、ＥＣＵ１４０から搭乗者が乗車した
ことを表す乗降情報が入力されると、ステップＳ２１０において、現在乗車している搭乗
者の認証を行う。そして、車両ロック制御モジュール２１０は、ステップＳ２２０におい
て、現在乗車している運転者が認証されたか否かを判断する。
【００５０】
　ステップＳ２２０において、現在乗車している運転者が認証されない場合（ステップＳ
２２０のＮｏ）には、ステップＳ２００に戻り、車両ロック制御モジュール２１０は、ス
テップＳ１２０における電動二輪車１をロックする指示のＥＣＵ１４０への出力と、ロッ
ク中画面を表示する指示の表示制御モジュール２５０への出力を継続する。これにより、
電動二輪車１のロック状態と携帯端末２のロック中画面の表示が継続される。
【００５１】
　また、ステップＳ２２０において、現在乗車している運転者が認証された場合（ステッ
プＳ２２０のＹｅｓ）には、ステップＳ２３０において、車両ロック制御モジュール２１
０は、電動二輪車１のロックを解除する指示をＥＣＵ１４０に出力する。これにより、Ｅ
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ＣＵ１４０は、実際に電動二輪車１のロックを解除し、電動二輪車１が走行することがで
きる通常の状態に復帰させる。
【００５２】
　ここで、現在の電動二輪車１の状態を電動二輪車１に設置した携帯端末２の表示部に表
示する場合の一例を説明する。図６は、本実施形態の車両ロックシステムが適用される鞍
乗り型電動車両である電動二輪車１の状態の提示方法の一例を示した図である。なお、図
６に示した提示方法の一例では、降車検知画面とロック中画面との他に、電動二輪車１が
走行している状態を携帯端末２が有しているナビゲーション機能に重畳させて表示する走
行中画面の一例を示している。
【００５３】
　図６（ａ）には、電動二輪車１から運転者が降車したことを検知したときに表示する降
車検知画面の一例を示している。図６（ａ）に示した降車検知画面の一例では、運転者の
降車を検知したことを表すメッセージの他に、電動二輪車１をロックしている最中に灯火
器を消灯させるか否かを確認するメッセージを表示している。電動二輪車１の運転者が、
灯火器を消灯させないと判断したときには、画面を指で叩くタップ操作をすることによっ
て、ユーザーインターフェース２５５が、タップされたことを表す操作情報を、車両ロッ
ク制御モジュール２１０に出力する。これにより、車両ロック制御モジュール２１０は、
灯火器を消灯させずに電動二輪車１をロックする指示をＥＣＵ１４０に出力する。
【００５４】
　図６（ｂ）には、電動二輪車１がロックされているときに表示するロック中画面の一例
を示している。図６（ａ）に示した降車検知画面の後に、実際に電動二輪車１がロックさ
れると、携帯端末２の表示部の表示が、図６（ｂ）に示したロック中画面に移行する。図
６（ｂ）に示したロック中画面の一例では、電動二輪車１が現在ロックされていることを
表すメッセージの他に、電動二輪車１のロックを解除するときに携帯端末２にパスワード
を入力するための数字ボタンを表示している。電動二輪車１の運転者が、電動二輪車１の
ロックを解除するときには、画面に表示された数字ボタンをタップなどの入力操作によっ
て、パスワードを携帯端末２に入力する。ユーザーインターフェース２５５は、押下され
た数字を表す操作情報を、車両ロック制御モジュール２１０に出力する。これにより、車
両ロック制御モジュール２１０は、ユーザーインターフェース２５５から入力された操作
情報、すなわち、入力されたパスワードが正しいか否かを判定することによって、現在乗
車している搭乗者の認証を行う。そして、車両ロック制御モジュール２１０は、現在乗車
している搭乗者が正しい運転者であると認証された場合に、電動二輪車１のロックを解除
する指示をＥＣＵ１４０に出力する。
【００５５】
　図６（ｃ）には、電動二輪車１が走行しているときに表示する走行中画面の一例を示し
ている。図６（ｃ）に示した走行中画面の一例では、携帯端末２のナビゲーション機能に
よるルートの案内表示と、ＥＣＵ１４０から取得することができる、電動二輪車１の速度
の情報および電動二輪車１のバッテリ１２０に蓄えられた電力の残量の情報とを表示して
いる。
【００５６】
　なお、電動二輪車１の状態の携帯端末２への表示方法は、図６に示した表示に限定され
るものではなく、電動二輪車１の運転者に現在の電動二輪車１の状態を提示する方法は、
様々な方法が考えられる。また、電動二輪車１のロックを解除する方法は、図６（ｂ）に
示したような方法に限定されるものではなく、様々な方法が考えられる。図７は、本実施
形態の車両ロックシステムが適用される鞍乗り型電動車両である電動二輪車１のロックを
解除する際の操作方法の一例を示した図である。図７（ａ）には、電動二輪車１の運転者
が画面の指定部分をフリックすることによって、電動二輪車１のロックを解除する場合の
一例を示し、図７（ｂ）には、電動二輪車１の運転者が画面の指定部分に手書き入力する
ことによって、電動二輪車１のロックを解除する場合の一例を示している。
【００５７】
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　上記に述べたとおり、本発明を実施するための形態によれば、鞍乗り型電動車両から運
転者が降車したことを検知したときに、鞍乗り型電動車両が走行できない状態にロックす
る。これにより、運転者が鞍乗り型電動車両から一時的に降車する場合でも、例えば、メ
インキーによって施錠するなどの操作をすることなく、自動的に鞍乗り型電動車両をロッ
クすることができる。
【００５８】
　また、本発明を実施するための形態によれば、ロック状態にある鞍乗り型電動車両に設
置された携帯端末の操作によって、鞍乗り型電動車両のロックを解除し、鞍乗り型電動車
両が走行できる状態に復帰させる。これにより、正しい運転者であれば、簡単な操作でロ
ックを解除することができる。また、正しい運転者ではない第三者が携帯端末を操作した
場合には、鞍乗り型電動車両のロックを解除することなく、ロック状態を継続する。これ
により、第三者による鞍乗り型電動車両の不正な使用を防止することができる。また、本
発明を実施するための形態によれば、不正な使用であると判断される場合に、警報を発生
させることもできる。
【００５９】
　このことにより、本発明を実施するための形態では、鞍乗り型電動車両の使用者が安心
して利用することができる車両ロックシステムを提供することができる。
【００６０】
　なお、本実施形態においては、電動二輪車１の状態を提示するための手段として、スマ
ートフォンなどの携帯端末を利用する場合について説明したが、電動二輪車１の状態を提
示するための手段は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例えば、
専用の携帯端末を別途用意することもできる。また、例えば、電動二輪車１を集配業者が
荷物の集配に利用する場合には、電動二輪車１の運転者である配達員が荷物の集荷を管理
する携帯端末に、電動二輪車１の状態を提示するようにすることもできる。
【００６１】
　また、本実施形態においては、運転者認識モジュール２７０が、電動二輪車１に乗車し
た搭乗者に対する顔認識の処理を行う場合について説明した。しかし、鞍乗り型電動車両
の運転者は、ヘルメットを装着していることが予想される。従って、現在乗車している搭
乗者がヘルメットを装着していることにより、容易に顔認識の処理が実行できない場合に
は、例えば、ヘルメットの模様などの特徴によっても運転者の認証を行うようにすること
もできる。また、例えば、電動二輪車１を集配業者が荷物の集配に利用する場合には、配
達員が着用している集配業者のユニフォームの特徴によっても運転者の認証を行うように
することもできる。
【００６２】
　ここで、運転者認識モジュール２７０が配達員を認識する運転者認識の処理のより具体
的な例について説明する。図８は、本実施形態の車両ロックシステムにおける運転者認識
の処理方法の一例を示した図である。運転者認識モジュール２７０は、図８（ａ）に示し
たように、カメラ２７１が電動二輪車１に乗車している現在の搭乗者を撮影したときの画
像に基づいて、運転者認識の処理を行う。
【００６３】
　カメラ２７１が図８（ｂ）に示したような画像を撮影した場合には、運転者認識モジュ
ール２７０は、入力された画像に基づいて、電動二輪車１の搭乗者に対する顔認識の処理
を行うことができる。しかし、カメラ２７１が図８（ｃ）に示したような画像を撮影した
場合には、運転者認識モジュール２７０は、入力された画像に基づいた顔認識の処理を行
うことができない。この場合には、例えば、図８（ｃ）の画像に含まれるヘルメットの領
域Ａに貼り付けられた集配業者のロゴマークに基づいて、配達員が装着しているヘルメッ
トであるか否かを認識することによって、電動二輪車１の搭乗者を認識することができる
。
【００６４】
　また、カメラ２７１が図８（ｄ）に示したような画像を撮影した場合には、運転者認識
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モジュール２７０は、入力された画像に基づいた顔認識の処理以外にも、配達員が着用し
ている集配業者のユニフォームの特徴（例えば、図８（ｄ）の領域Ｂのロゴマークや、領
域Ｃの二次元バーコード）によっても、電動二輪車１の搭乗者を認識することができる。
【００６５】
　また、本実施形態においては、電動二輪車１に備えたＥＣＵ１４０と携帯端末２との接
続において、コネクタを利用した有線での接続の例を示したが、ＥＣＵ１４０と携帯端末
２との接続方法は、本発明を実施するための形態に限定されるものではない。例えば、Ｅ
ＣＵ１４０と携帯端末２とを、例えば、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
））などの短距離無線通信や、ＷｉＦｉ（登録商標）などの無線ＬＡＮで接続する構成に
することもできる。また、例えば、ＷＰＣ規格などの電磁誘導を利用した非接触の充電と
ともに通信を行う構成にすることもできる。
【００６６】
　なお、本実施形態においては、本発明の車両ロックシステムを、低床フロアを有するス
クータ型の鞍乗り型電動車両（電動二輪車１）に適用した場合について説明した。しかし
、本発明の車両ロックシステムを適用することができる車両は、本実施形態において説明
した電動二輪車１に限定されるものではない。例えば、鞍乗り型電動車両には、運転者が
車体を跨いで乗車する車両全般が含まれ、自動二輪車のみならず三輪（前一輪かつ後二輪
の他に、前二輪かつ後一輪の車両も含む）または四輪の車両も、本発明を実施するための
形態の車両ロックシステムを適用することができる鞍乗り型電動車両に含まれる。この場
合、例えば、パーキングブレーキの状態を検出することによって、鞍乗り型電動車両の停
車、または鞍乗り型電動車両からの運転者の降車を判定することもできる。
【００６７】
　また、本実施形態においては、車両ロックシステム１０を、電動モータ１３１を駆動す
ることによって走行する電動二輪車１に適用した場合について説明したが、本発明を実施
するための形態の車両ロックシステムを適用することができる車両は、本実施形態におい
て説明した電動二輪車１と同様の構成を有する車両に限定されるものではない。例えば、
車両が停止したときに停止するアイドリングストップ機能を備えたエンジンの駆動によっ
て走行する自動二輪車や、三輪（前一輪かつ後二輪の他に、前二輪かつ後一輪の車両も含
む）および四輪の車両にも適用することができる。さらには、内燃機関を併せて有する、
いわゆる、ハイブリッド車両にも、本発明の車両ロックシステムを適用することができる
。
【００６８】
　また、本実施形態においては、スマートフォンを携帯端末２として利用した場合につい
て説明したが、本発明を実施するための形態の車両ロックシステムにおける携帯端末は、
本実施形態において利用したスマートフォンに限定されるものではない。例えば、スマー
トフォンよりも一般的に大きなタッチパネルを備えた、いわゆる、タブレット端末を、車
両ロックシステムにおける携帯端末として利用することもできる。
【００６９】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【００７０】
１・・・電動二輪車（車両，鞍乗り型電動車両）
１０４・・・スイングアーム（動力機関）
１２０・・・バッテリ
１３０・・・ＰＤＵ
１３１・・・電動モータ
１４０・・・ＥＣＵ（乗降判定手段，電力供給制御手段）
１６０・・・ＢＭＵ
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１８０・・・電装部品
１８５・・・着座センサ（乗降判定手段）
１８６・・・メインスタンド
１０・・・車両ロックシステム
２・・・携帯端末
２１０・・・車両ロック制御モジュール（車両ロック制御手段）
２５０・・・表示制御モジュール（車両状態表示手段）
２５５・・・ユーザーインターフェース（ロック解除手段）
２７０・・・運転者認識モジュール（運転者認識手段）
２７１・・・カメラ（撮影手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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